
弘前市

令和４年１月１９日
次世代医療基盤法検討ワーキンググループ

資料２－１



青森県弘前市
【住基台帳】 ※R3.12.1現在

■ 人口 １６６，５０８人
（男 76,923人 女 89,585人)

■ 世帯数 ８０，４５５世帯

【特色】
 津軽藩主 津軽為信が1608年に町割り、築城
を計画し、1611年の弘前城完成以来400年
以上の歴史ある城下町。

 春のさくらまつり、夏のねぷたまつりなど四季を通じ
て多くの観光客が来訪。

 特産のりんごは、国内の約23％(19万トン)の生
産量。

 国立大学法人弘前大学をはじめ、私立大学3
校、放送大学1校、私立短期大学2校、専修
学校8校、高等学校9校を有する、東北屈指の
学園都市。

青森県弘前市の概要
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近年の動き

●弘前市では、弘前大学と連携し、２００５年～
『岩木健康増進プロジェクト健診』を実施してきた。

健診において積み上げてきたビッグデータを市民の健康へ活用できないか

国保レセプトデータとの突合

より詳細な健康データの分析・傾向の把握ができないか

次世代医療基盤法の活用へ向けた取り組み
２

R2年11月に市と弘前大学の個
別協定により提供。匿名加工
やデータの拡張性等に課題。



次世代医療基盤法に関連した動き

意思形成手順
２０１７年３月に策定した
「ひろさき・ライフイノ
ベーション戦略」に沿った
医療ビッグデータの活用で
あるため、次世代医療基盤
法に基づく医療情報提供契
約を行うにあたり、議決は
必要なかった。
（方針決裁のみ）

・庁内ＷＧ開催
・内閣府ヒアリング
調査
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次世代医療基盤法活用のための具体的作業

対外的アナウンス

４

議会対応

各種団体への情報発信

地区説明会／住民説明会開催



広報ひろさき
６月１５日号

【市民への情報提供の状況】
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次世代医療
基盤法の紹介
パンフレット

広報ひろさき
１０月１日号
と同時配布

【市民への情報提供の状況】
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次世代医療基盤法に基づく医療情報提供契約

◆令和３年５月２７日
弘前市と弘前大学がともに一般財団法人日本

医師会医療情報管理機構を医療情報提供契約を
締結した。
◆同年６月２５日
上記契約における医療情報取扱事業者に青森

県後期高齢者医療広域連合を追加。
（変更契約）
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次世代医療基盤法に基づく医療情報提供契約

●通知事務
弘前市が主体となって弘前大学（岩木健康増進

プロジェクト関係）及び後期高齢者医療加入者分
通知事務を行うこととした。
…住基情報を所管しているため。

●提供拒否（オプトアウトの受付）
医療情報取扱事業者からＪ－ＭＩＭＯへ委任し

た上で、弘前市が協力する形とした。
→ 契約の中で医療情報の外部保存及び提供
拒否分及び未通知分の除外抽出も包括的に委託。
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通知の状況

１回目 令和３年７月１５日
対象：国保被保険者（世帯ごと）
２５，７８９世帯・４０，６５５人

２回目 令和３年７月１６日
対象：後期高齢者医療被保険者（被保険者ごと）
２７，０２８人

３回目 令和３年８月初旬
対象：岩木地区住民（世帯ごと）
４，４２４世帯・１０，３６１人

４回目 令和３年１１月末
対象：介護保険１号被保険者のうち１回目、２回目で通知して

いない方（被用者保険等加入者、被保険者ごと）
９，１５１人

８月以降、
新規資格
取得者には
随時で通知
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産学官民の連携

・人口減少、担い手不足が進む中では
産学官民の連携は、街づくりの重要な要素となる。

それはなぜか？

民間は民間の仕事だけ、行政は行政の仕事だけをしていくのでは、
将来、サービスを賄う担い手が不足する中で、よりよい
市民サービスが提供できなくなる。
それぞれが得意分野で力を発揮し、連携することで
『地域力を結集』することが必要。

・次世代医療基盤法の活用は、
『産学官民の連携』が前提となっている。
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医療情報提供の見通しと利活用次世代医療基盤法の活用による副次的な効果への期待



健康で長生きできる街弘前へ

・地域全体として「健康」という一つのテーマ
に取り組んでいくことが重要。

・青森県は全国一の短命県である。

・「産学官民の連携」＝地域力の結集
によって、医療情報を市民の健康につなげていく

健康で長生きできる街弘前の実現
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健康で長生きできる街弘前
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